
最大1,000万円
までご融資

（特定創業支援事業の
　　　　　　　　　認定事業者は2,000万円）

融資利率

2.5%
保 証 料

192,500円

※保証料率はお客さまにより異なります。

Dさん設備資金の場合
確定申告前 確定申告後

のご案内
創業資金

足立区からの
利子補給

2.5%
城北信用金庫にて

ご融資させていただき

ますと、残りを負担

いたしますので

足立区
取扱期間

まで

3
31

1,000万円
融資金額

５年（据置なし）
返済期間

0.7%
保証料率

足立区からの
信用保証料補助

城北信用金庫からの
信用保証料補助

128,333円
64,167円

融資利率

2.4%
保 証 料

192,500円

※保証料率はお客さまにより異なります。

足立区からの
信用保証料補助

城北信用金庫からの
信用保証料補助

128,333円
64,167円

0.8%

足立区からの
利子補給

残り

1.6%

融
資
利
率
・
保
証
料 

実
質
自
己
負
担

ゼ
ロ

融
資
利
率
・
保
証
料 

実
質
自
己
負
担

ゼ
ロ

1,000万円
融資金額

５年（据置なし）
返済期間

0.7%
保証料率

令和7年

㊊



足立区 創業資金のご案内

対象者

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率

利子補給

利子補給期間

保証料

保証料補助

返済方法

保証人

担保

（１）融資斡旋申込み時点で区内に住所（法人は本店または支店登記）があること
（２）区内に営業実態がある（またはある予定）こと
（３）信用保証協会の保証対象業種を営み、必要な許認可を受けていること
（４）区民税（法人は法人都民税）その他税金等の未申告・滞納がないこと
（５）現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しない、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有し
　　ない、暴力的な要求行為を行わないこと

事業を営んでいない個人で、足立区内において新たに
（個人でまたは法人を設立して）開業する方または、開業
してから初回の確定申告時期が到来していない方。

申告前の要件を満たして開業し、確定申告を済ませて
いるが、5年未満の方。または、区外で開業し、営業実態
のある事業所とともに区内へ転入し、確定申告を済ま
せていて開業5年未満の方。

運転資金、設備資金、併用資金

1,000万円以内（特定創業支援事業の認定事業者は2,000万円）

年2.5%（固定金利） 年2.4%（固定金利）

足立区が2.5%を利子補給いたします。　 足立区が1.6%、当金庫が0.8%を利子補給いたします。

10年以内　　※据置期間1年以内を含む

運転資金：3年　　設備資金：5年　　併用資金：4年

「東京信用保証協会」の基準により決定されます。

信用保証料は実行時に、一旦協会所定の金額をお支払いいただきますが、実行後に信用保証料の２/３（限度額50万円）
は足立区が補助し、当金庫が１/３を負担いたします。

元金均等返済

個人は原則として不要、法人は代表者の方を連帯保証人とさせていただきます。（代表者以外の連帯保証人は原則不要
です）

原則不要

※ 上記以外にも要件があります。詳しくは窓口または営業担当者までお問い合わせください。
※ 繰上げ返済を行う場合等、当金庫所定の手数料がかかります。
※ 審査の結果、ご融資できない等ご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 当金庫からの利子補給分ならびに保証料補助分についても、足立区からの利子補給の停止や保証料の返還請求等が発生
　 した場合には、同様に停止や返還請求をさせていただく場合があります。

宮城支店 宮城1-28-1
03-3927- 1251

梅島支店 梅島3-43-16
03-3887-881 1

十条支店 北区十条仲原3-13-1
03-3907- 1 151

足立支店
千住1-11-2
北千住Vビルディング
03-3881 - 1 14 1

新田支店 新田2-11 -23
03-3912 - 1 16 1

花畑支店 花畑1-5-5
03-5242-2001

入谷2-22-12
03-3857-2101

入谷舎人支店

尾久中央支店 荒川区西尾久3-8-1
03-3893-8121

お気軽に下記取扱店舗までお問い合わせください

03-3913- 1 151
王子営業部 北区豊島1-10-10 綾瀬2-3-14

03-3603-3371支店綾瀬南

03-3854- 1 151
西新井5-2-6

支店西新井

綾瀬5-21 -9
03-3605- 1 151支店綾瀬北

八潮市大瀬6-8-22
048-997 -231 1支店南八潮

一ツ家3-7-12
03-3860- 1 121

支店一ツ家

西新井本町2-31-7
03-3896-4141

西新井本町支店

その他事項
利子補給期間は足立区及び当金庫とも同期間です。
確定申告前での申込の場合、区の指定した「創業計画書」を作成し、区の中小企業相談員の面接を受けることが必要
です。確定申告後での申込の場合、開業・廃業等届出書、法人設立届出書が必要です。

確定申告前 確定申告後

草加市谷塚1-3-16
048-924-9821

支店谷塚

堀切支店 葛飾区堀切3-25-10
03-3697-7831


